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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について 
 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律１３７号。以下「法」という。）

の規定に基づき、下記のとおり産業廃棄物処理業者７社に対する行政処分を行いました。 
 

記 
１ 
（１）住   所 東京都足立区椿一丁目１番１４号 
（２）名   称 有限会社中島商興（代表取締役 中島 好） 
（３）許可の内容 産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 
（４）行政処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 
（５）処分年月日 平成２２年２月１０日 
 
２ 
（１）住   所 埼玉県川口市東本郷一丁目２番２１号 
（２）名   称 有限会社西村土木（代表取締役 西村 文幸） 
（３）許可の内容 産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 
（４）行政処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 
（５）処分年月日 平成２２年２月１０日 
 
３ 
（１）住   所 埼玉県川口市大字安行北谷５６１番地２ 
（２）名   称 株式会社丸德（代表取締役 村路 純子） 
（３）許可の内容 産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 
（４）行政処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 
（５）処分年月日 平成２２年２月１０日 
 
４ 
（１）住   所 埼玉県鳩ヶ谷市本町三丁目３４番７号 
（２）氏   名 有限会社宮田建興（代表取締役 宮田 典和） 
（３）許可の内容 産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 
（４）行政処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 
（５）処分年月日 平成２２年２月１０日 
 
 



５ 
（１）住   所 埼玉県川口市差間三丁目３８番３７号 
（２）氏   名 有限会社やまもと（代表取締役 山本 進） 
（３）許可の内容 産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 
（４）行政処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 
（５）処分年月日 平成２２年２月１０日 
 
６ 
（１）住   所 埼玉県さいたま市見沼区上山口新田１７６番地の１ 
（２）氏   名 有限会社和田設備（代表取締役 和田 善積） 
（３）許可の内容 産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 
（４）行政処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 
（５）処分年月日 平成２２年２月１０日 
 
７ 
（１）住   所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾２３５３番地６ 
（２）氏   名 小林 一男 
（３）許可の内容 産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 
（４）行政処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 
（５）処分年月日 平成２２年２月１０日 
 
上記７社の処分理由 
 上記７社は、平成２１年１月１日から同年６月１３日までの間、埼玉県さいたま市緑

区大字三浦３２５番地１外３筆に産業廃棄物処理施設（自己処理施設）を有する有限会

社江袋日立重機に対し、有限会社江袋日立重機が産業廃棄物処分業の許可がないにも関

わらず、自社で施工した解体工事等の事業活動に伴い発生した産業廃棄物である「がれ

き類」の処分を反復継続して委託していた。 
このことは、法第１２条第３項（委託基準）に違反し、法第１４条の３の２第１項第

２号に規定する許可の取消事由に該当する。 
 
事案の概要 
さいたま市では、有限会社江袋日立重機が、産業廃棄物処分業の許可がないにも関わ

らず、少なくとも平成２１年１月１日から６月１３日までの間、反復継続して、多数の

他人から、解体工事等で発生した産業廃棄物である「がれき類」の処分を受託していた

こと（法第１４条第１３項（受託禁止）違反）に対し、平成２１年９月２日付けで産業

廃棄物処理施設（がれき類の破砕施設）の設置許可の取消しを行いました。 
 
今回の記者発表については、この無許可処分業者である有限会社江袋日立重機へ委託

を行った産業廃棄物処理業者に対して許可の取消し処分を行ったものです。 
 


